
最高裁秘書第170号

令和4年1月25日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和4年1月7日付け（同月11日受付，第030866号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和3年6月25日付け最高裁判所事務総局経理局長「裁判事務支援システム

の運用保守業務等における第三者委託の承諾について」 （片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



令和3年6月25日

株式会社セック御中

最高裁判所支出負担行為担当官
凸

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司

裁判事務支援システムの運用保守業務等における第三者委託

の承諾について

6月16日付け申請の株式会社パイオニア・ソフトに対する標記契約に係る第三

者委託については，下記の条件を付して承諾します。

記

1 履行確保及び責任については，全て受注者が負うこと。

2 受注者において，委託先業者の作業状況を全て把握できていること。

3本申請作業以外の作業は行わせないこと。

4委託先業者が知り得た情報は，受注者の責任において作業目的以外で使用させ

ないこと。



最高裁秘書第171号

令和4年1月25日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 』I

司法行政文書の開示についての通知書

令和4年1月7日付け（同月11日受付，第030866号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり情報を提供することとしましたので

通知します。

記

提供する司法行政文書の情報等

令和3年4月1日付け契約書抜粋（片面で2枚）

提供の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



」

契約書

裁判事務支援システムの運用保守業務等（以下「業務」という。 ）に関し，発注者最高裁

判所と受注者株式会社セックとは，次の条項及び別紙仕様書により請負契約を締結し，信
義に従い，誠実にこれを履行するものとする。

案件名称 裁判事務支援システムの運用保守業務等

案件内容・仕様 別紙仕様書のとおり

契約金額

(税込み）

金60, 192,000円

（うち消費税及び地方消費税相当額5,472,000円）

納入期限 令和04年03月31B

契約期間 令和03年04月01日～令和04年03月31B

納入場所・履行場所 裁判事務支援システムの運用保守業務等

契約保証金 免除
が

備考
I
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この契約の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで

保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和03年04月01日

発注者 支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長

氏本厚司

受注者 〒158-0097

東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
株式会社セック
代表取締役櫻井伸太郎
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